
令和５年８月 14日 

防災くらし安心部 

 報道関係者各位 

 

令和５年７月１５日からの大雨による被害への応援職員の秋田市派遣 

及び出発式の開催について 

 

 令和５年７月１５日からの大雨による被害に関し、県では、秋田県知事の要請を踏まえ、

甚大な被害を受けた秋田県秋田市への対口
たいこう

支援※として、下記のとおり職員を派遣するこ

ととしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 派遣先  秋田県秋田市 

２ 従事する業務  住家被害認定調査支援業務 

３ 従事期間・派遣人数 

   第１班：８月 17日（木）～８月 20日（日） ５名 

   第２班：８月 20日（日）～８月 24日（木） ５名 

   第３班：８月 24日（木）～８月 28日（月） ５名 

   第４班：８月 28日（月）～８月 31日（木） ５名 

    ※第１班は従事日初日の前日に出発となります。 

４ 出発式 

   ８月 16日（水）14時から、県庁舎１階ロビーにて、出発式を行います。 

５ その他応援派遣団体 

   北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県 

（全国知事会北海道東北ブロック） 

※対口
たいこう

支援 

  総務省の「応急対策職員派遣制度」に基づき、応援職員確保調整本部（総務省及び全

国知事会等で設置）において、都道府県又は指定都市を原則として１対１で被災市区町

村に割り当てるもの。 

 

【問い合わせ先】 

 防災くらし安心部 防災危機管理課 

    課長補佐（防災担当） 木島 

電話 023-630-2230 

〔報道監〕 

防災くらし安心部次長 

  （兼）危機管理広報監 柴﨑 


